
地域の「民泊」チェックリスト（兼 調査票）
基本情報

① 名称

② 所在地 　　　　　　　　　区　　　　

③ 運営者 管理者 所有者

④ 管理状況 　　　　　　　管理者常駐型　　　/　　　管理者不在型

建物の状況

⑤ 建物の構造 　　　　　　木造　　　/　　　鉄骨　　　/　　　鉄筋　　　　/　　　　不明

⑥ 築年数 　　10年未満　/　10年以上　/　30年以上　/　50年以上　/　築年数不詳

⑦ 外壁の構造 　　土壁・漆喰　　/　モルタル塗装・コンクリ　/　　トタン　　/　　サイディング

⑧ 隣家との距離 ５０ｃｍ以下　/　５０ｃｍ以上　/　長屋・連棟

⑨ 防火・消防設備 　　無　/　スプリンクラー　/　耐火壁　/　消防署への自動通報装置

⑩ 前面道路の道幅 　　１．５ｍ未満　　/　　２ｍ以上　　/　　４ｍ以上　　/　６ｍ以上

⑪ 消防車両の進入 　　消防車両が進入できる場所からの距離　（約　　　　　ｍ　/　不明）

住民への説明・協定・実施状況

⑫ 住民説明会の開催 無　　　/ 有　（回数　　　　　回）

⑬ 協定書の締結 無　（□拒否された・□求めていない）　　　/　　有

⑭ 協定書の満足度 とても不満　/　不満　/　普通　/　満足　/　とても満足

⑮ 協定の実施状況 □守られている　　□守られていない

町内会との関係

⑯ 町内会加入 　　している　　/　　していない

⑰ 町内会費 　　　　　　通常の金額　　/　　　特別な金額（月額　　　　　　　　　円）

⑱ 活動への参加 　　総会　／　防災訓練　／　清掃活動　／　その他(　　　　　　　　　　　　)

運営状況

⑲ 緊急連絡先の表示 　　無　/　有

⑳ 緊急連絡の可否 □すぐに電話が繋がる　/　□なかなか電話が繋がらない

㉑ 苦情連絡への対応 　　良い / 悪い（具体的内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

㉒ 防犯の措置 　　警備会社との契約　/　防犯カメラの設置　/　その他（　　　　　　　　）

㉓ 救急救命の対応 　　ＡＥＤの設置　　/　　その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　

㉔ 延焼時の賠償 　　無　/　類焼損害補償特約に加入　/　不明

㉕ 町内への貢献 　　無　/ 有　（具体的内容　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

㉖ ごみの管理 　　良い / 悪い　（具体的内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住民からの相談に対する京都市の対応について

㉗ 京都市への相談 相談した / 相談していない

㉘ 京都市の対応は とても不満　/　不満　/　普通　/　満足　/　とても満足

㉙ 京都市への不満や

要望　（自由記載）

回　答　者

氏名 町内会での役職

住所 　　区

電話 メール

京都民泊対策住民ネットワークへの参加希望 　　希望する　　　/　　　希望しない

回答は　ＦＡＸ：０７５－２５５－２５０７　または　メール　kyoto.minpaku.taisaku@gmail. com
問い合わせは京都民泊対策住民ネットワーク

（京都第一法律事務所内/担当：弁護士藤井　豊/電話０７５-２１１-４４１１）



地域の「民泊」チェックリスト（兼 調査票）

①施設の名称をお書きください。

②施設の所在地をお書きください。

③施設の運営者（事業者）と管理者と建物の所有者をお書きください。

④宿泊者の滞在中に施設管理者が常駐する

⑤分からなければ不明で結構です。登記情報に記載があります。登記情報は誰でも取得できます。

⑥同上

⑦正面と側面で施工が異なる場合は複数に〇を付けてください。

⑧民泊と隣家の外壁の距離を書いてください。延焼危険性の評価です。

⑨住民説明会などで明らかにされた情報をもとに回答ください。

⑩簡易な計測で１．５ｍ未満の場合はご相談ください。違法の可能性があります。

⑪最寄りの消防署にお尋ねください。町内の防災に関連します。

⑫「説明会」の回数です。立ち話や個別説明、町内会役員のみへの説明は含みません。

⑲建物の外壁に連絡先の掲示があるかどうかです。

㉒住民説明会などで明らかにされた情報をもとに回答ください。

㉓住民説明会などで明らかにされた情報をもとに回答ください。

㉔住民説明会などで明らかにされた情報をもとに回答ください。

回答は　ＦＡＸ：０７５－２５５－２５０７　または　メール　kyoto.minpaku.taisaku@gmail. com
問い合わせは京都民泊対策住民ネットワーク

（京都第一法律事務所内/担当：弁護士藤井　豊/電話０７５-２１１-４４１１）


